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第１章 ＷＡＭ－ＮＥＴと各システムについて 

１ ＷＡＭ－ＮＥＴとは 

ＷＡＭ－ＮＥＴ（ワムネット）とは、独立行政法人福祉医療機構が運営するイン

ターネット上の総合情報提供サイトのことで、福祉・保健・医療に関する制度・施

策や、その取組み状況などに関する情報をわかりやすく提供することで福祉と医療

の民間活動を支援するためのものです。後述の「障害福祉サービス等情報公表シス

テム」や、「災害時情報共有システム」は、ＷＡＭ－ＮＥＴ上に構築されたシステム

です。 

 

２ 障害福祉サービス等情報公表制度とは 

  障害福祉サービス等情報公表制度とは、障害福祉サービス等を提供する事業者の

数が大幅に増加する中で、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択す

ることができるよう、事業者が提供する障害福祉サービス等の内容を積極的に公表

することにより、質の高いサービスの提供が促されることを趣旨として平成３０年

４月に始まった制度です。 

 

３ 障害福祉サービス等情報公表システムとは 

  「障害福祉サービス等情報公表システム」とは、前述の障害福祉サービス等情報公表

制度に基づいて、ＷＡＭ－ＮＥＴ上に作られた、障害福祉サービスや障害児通所支援、

特定相談支援などの各事業を実施する事業者の情報を公表するためのシステムです。 

  同システムは、事業所情報を記載した、いわゆる「インターネット上の名簿」のよう

なものです。令和６年度報酬改定によって、同システムによる事業所情報の公表を行っ

ていない事業者は、「情報公表未実施減算」が適用されるおそれがありますので、十分

ご注意ください。 
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４ 災害時情報共有システムとは 

  「災害時情報共有システム」とは、災害発生時において、障害福祉サービス等事業所

を始めとする社会福祉施設等の被災状況等を迅速かつ正確に情報収集し、その後の適切

な支援につなげることができるよう、被災状況等を把握することを目的として令和３年

に運用が開始されたシステムです。 

 

第２章 情報公表システムの操作について 

１ 情報公表までの流れ 

①事業者アカウントの作成 

指定事業者として指定を受けた後、障害者支援課のワムネット担当は、情報公表システ

ムに事業者がログインするための事業者（法人）アカウントを作成します。 

このアカウントは、各事業者（法人）に「１つ」発行されます。障害福祉サービスや障

害児通所支援を複数実施していたとしても、アカウントが複数発行されることはなく、複

数の事業所情報は全て１つの事業者アカウントに紐付けられますので注意してください。 

事業者アカウントの作成に当たっては、新規指定の申請時に提出されたメールアドレス

登録届出書に記載されたメールアドレスを使用します。アカウントが完成すると、該当の

メールアドレスにアカウントが完成した旨のメール（サンプル①）が届きますので、事業

所の担当の方は速やかに確認してください。なお、この時のメールには、情報公表システ

ムにログインするための ID と仮パスワードが記載されていますので、これらを使用し、

以下の画面から、ログインをしてください。また、最初のログインの際、任意のパスワー

ドに変更するようシステムが求めてきますので、セキュリティを考慮したパスワードを設

定するようにしてください。 
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ログインをすると、以下の画面に進みます。 

 

この画面が、ホーム画面です。図の画面は、初めてログインした場合と同じ状態です。 

なお、この画面中、赤枠部分の「未申請の事業所の一括申請を行う」は絶対に押下しな

いでください。これを押下すると、事業所ページの編集前にもかかわらず、障害者支援課

に対して承認申請を行ってしまうことになります。一度承認申請を行うと、障害者支援課

側で差戻し処理を行わない限り、事業所ページの編集ができませんので、くれぐれもご注

意ください。 

 

②事業所ページの作成 

障害者支援課のワムネット担当は、事業者アカウントの作成後、事業所ページの作成を

続けて行います。そのため、事業所のメールアドレスには、サンプル①とサンプル②のメ

ールが続けて届きます。既に事業を実施していて、追加で障害福祉サービス等を始める場
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合は、既に事業者アカウントは完成しているので、サンプル②のメールのみ届きます。 

サンプル②のメールが届き次第、速やかに事業所の担当の方は編集作業を行ってくださ

い。以下、事業所ページの編集手順です。 

 

手順① 赤枠部分の「事業所情報の照会・編集を行う」を押下してください。 

 

 

手順② 進んだ画面から少し下にスクロールしてください。 

 

 

手順③ 検索画面から赤枠部分の「検索」を押下してください。このとき、検索条件

には何も入れないでください。 
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手順④ 事業者アカウントに紐付く事業所ページが全て表示されますので、編集した

い事業所の名称の部分を押下してください。 

 

 

手順⑤ カテゴリには８つの項目があり、それぞれ押下することで、該当の箇所を編

集できるようになります。 
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手順⑥ 編集終了後は、赤枠部分の「承認者へ申請する」を押下してください。 

 

 

手順⑦ 経営情報が未編集または必須項目記入不足の場合は、②にチェックを入れ、①の

「承認者へ申請する」を押下してください。事業所の担当者に行っていただく作業

はこれで終了です。この後、障害者支援課のワムネット担当で、承認→公表の手続

きを行うことで、情報公表のプロセスは完了します。承認された場合はサンプル③

のメールが事業者宛てに届きます。 

 

※令和８年３月３１日までは、経過措置として経営情報は任意入力の項目として扱われま

すが、同年４月１日以降は必須入力の項目となりますので、ご注意ください。 
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【注意点①】各カテゴリや項目の隣にあるマークには、それぞれ意味があります。詳しく

は下図のとおりです。まずは、入力必須項目を全て記入の上、任意の項目に

ついても、できるだけ多く入力し、少しでも多くの「入力済」マークが表示

されるようにしてください。 

 

 

【注意点②】各カテゴリにおいて、編集が終了した後、赤枠部分の「一時保存マーク」を

必ず押下してから次のカテゴリの編集を行ってください。押下せずに次のカ

テゴリに移ってしまうと、編集した内容が全て消えてしまいますので、十分

ご注意ください。 
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【サンプル①】 
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【サンプル②】 
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【サンプル③】 
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２ パスワードのリセットについて 

パスワードを忘れてログインできなくなってしまった場合は、いったんパスワードを

リセットし、仮パスワードを発行することで再びログインすることができます。以下、

手順です。 

 

手順① ログイン画面の、赤枠で囲った部分「こちら」を押下してください。 

 

 

手順② ログインＩＤ欄に事業者アカウントのＩＤを入力し、「パスワードを初期化す

る」を押下してください。 
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手順③ 赤枠部分の「ＯＫ」を押下してください。 

 

 

手順④ 新規指定時に届け出ているメールアドレス宛てに、サンプル④のメールが届

きますので、メールに記載されているパスワードを使用して、ログインを行っ

てください。ログイン時には、初回のログイン時と同様に任意のパスワードに

再設定するようシステムが求めてきますので、セキュリティを考慮したパスワ

ードを設定してください。 
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【サンプル④】 

 

 

【注意点】 

事業所からの問い合わせの中でＩＤ・パスワード忘れは非常に多いです。前の担当者か

ら現担当者にＩＤやパスワードが引き継がれていない、ＩＤを書いたメモを紛失したな

ど、理由は事業所によって異なりますが、十分注意してください。また、ＩＤを忘れてし

まった場合は、再設定という概念はないので、過去のサンプル①のメールを見つけていた

だくか、障害者支援課のワムネット担当までお問い合わせください。 
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３ 事業者（法人）アカウントの編集について 

  事業所ページだけでなく、事業者（法人）アカウントについても「メールアドレス」

と「ホームページの有無」のみ変更することができます。以下、手順です。 

 

手順① ホーム画面のうち、赤枠部分を押下してください。 
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手順② 赤枠部分の「事業者アカウント情報の編集を行う」を押下してください。 
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手順③ メールアドレス、またはホームページの有無を変更し、赤枠部分の「入力し

たデータを登録する」を押下し、終了です。 

 

 

【注意点】 

 事業者アカウントのメールアドレスを変更することで、パスワードリセット時の通知メ

ールなどの送付先が変わりますので、ご注意ください。 
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第３章 災害時情報共有システムの操作について 

１ 被害状況の報告の流れ 

手順① 「システムからの連絡先」にメールアドレスを登録する。 

「災害時情報共有システム」は、「障害福祉サービス等情報公表システム」とは

異なり、ログインＩＤ・パスワードというものは存在しません。そのため、和歌山

市から事業所宛てに送付される報告指示メールに記載されているＵＲＬから被害状

況の報告を行ってください。 

ただし、ここで注意が必要です。和歌山市からの報告指示メールは、「障害福祉

サービス等情報公表システム」における各事業所ページのうち、８つのカテゴリの

中の「システムからの連絡先」に登録されたメールアドレスに届きます。そのた

め、「災害時情報共有システム」を使用する大前提として、「障害福祉サービス等情

報公表システムにおけるシステムからの連絡先」を必ず入力しておいてください。 
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手順② 報告指示メールに記載のアクセスＵＲＬから、ログインする。 

    災害が発生し、本市内に影響が生じると予測される場合、和歌山市から、事業者

に対して、サンプル⑤の被害状況報告指示メールを送付します。このメールには、

災害時情報共有システムにログインするためのアクセスＵＲＬ（赤枠部分）が記載

されているので、これを押下し、ログインしてください。 

【サンプル⑤】 
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手順③ 利用規約を読み、承諾する。 

    初回のログイン時のみ、以下のような画面が表示されます。規約をよく読み、

「利用規約に同意し、障害者支援施設等災害時情報共有システムの利用を開始す

る」を押下してください。 

 

 

手順④ 被害の有無等を入力する。 

    被害なしの場合は、④の「実員（入所（利用）障害者・児童数（世帯数））」を入

力し、⑤の「被害なし」にチェックを入れて、⑥の「登録」を押下し、報告終了で

す。 

    被害ありの場合は、「実員（入所（利用）障害者・児童数（世帯数））」を入力

し、⑤の「被害あり」にチェックを入れてください。 
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手順⑤ 「人的被害の状況」を入力する。 

手順④で「被害あり」にチェックを入れると、以下の画面が表示されますので、

入力してください。入力は、手順⑫または手順⑬まで続きます。 

 

 

手順⑤ 「必要な人的支援の状況」を入力する。 
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手順⑥ 建物被害の状況を入力する。 
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手順⑦ 「避難・開所の状況」を入力してください。 

 

 

手順⑧ 「電気の状況」を入力してください。 
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手順⑨ 「水道の状況」を入力してください。 
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手順⑩ 「ガスの状況」を入力してください。 

 

 

手順⑪ 「冷暖房の状況」を入力してください。 

 

 

手順⑫ 「物資の状況」を入力してください。 
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手順⑬ 「その他厚生労働省が必要と認める情報」を入力してください。 

    災害によって厚生労働省が個別で設定する項目で、当該項目の設定がない場合も

あります。 

 

 

手順⑭ 登録ボタンを押下する。 

    最後に、「登録」を押下することで、「被害あり」の場合の報告は終了です。 
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【注意点①】報告指示メールの再送を希望する場合は、以下のＵＲＬにアクセスし、下の

画面を表示の上、「システムからの連絡先」、「災害時緊急連絡先①」、「災害

時緊急連絡先②」に登録しているメールアドレスを入力し、「被災状況登録

メール送信」を押下してください。サンプル④のメールが再び届きます。 

なお、「災害時緊急連絡先①」、「災害時緊急連絡先②」は、後述の「２ 施

設情報の更新について」で詳細を記載していますので、確認してください。 

 

URL：https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do
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２ 施設情報の更新について 

   災害時情報共有システムにおいて、障害福祉サービス等情報公表システムと同じよ

うに、事業所の情報を編集できる機能があります。障害福祉サービス等情報公表のほど

多くの項目はなく、あくまで、災害関係に特化した項目（災害時緊急連絡先①・②（携

帯電話番号とメールアドレス）、非常用自家発電の有無の３つ）になりますが、漏れな

く入力してください。 

手順① 専用ＵＲＬにアクセスする。 

 

アクセスＵＲＬ：https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do 

 

手順② 「システムからの連絡先」に登録しているメールアドレスを入力し、赤枠部分

の「施設情報登録メール送信」を押下する。 

    サンプル⑥のメールが登録されたメールアドレス宛てに届きますので、記載され

ているアクセスＵＲＬを押下してください。 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do
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【サンプル⑥】 

 

 

手順③ 各項目を入力する。 

    未入力のものについて、変更前の欄は空白になっていますので、変更後の欄に入力

してください。既に入力済みのものについて変更を行いたい場合は、画面どおりに入

力してください。なお、緊急連絡先は必ずしも２つ入力しなければならないものでは

ありませんので、事業所の体制を踏まえ、必要な情報を入力してください。 

    入力後は、「申請」を押下し、終了です。承認が完了するとサンプル⑥のメールが

届きます。 
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【サンプル⑥】 

 


